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平成２０年度国民健康保険料の特別徴収の実施について 

 

１．内容 

  平成２０年４月から健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

の一部が施行されることに伴い、中野区国民健康保険に加入する年金受給者である世帯

主のうち、一定の条件を満たす者について特別徴収（公的年金からの天引き）を開始す

る。 

 

２．開始時期 

  平成２０年４月 

 

３．件数 

１,９５８世帯（平成２０年１月１０日現在） 

 

４．対象  

  以下のすべてに該当する世帯の世帯主 

（１）  世帯主が国民健康保険に加入していること 

（２）  世帯の加入者全員が６５歳以上７５歳未満であること 

（３）  世帯主が年額１８万円以上の年金を受給していること 

（４）  世帯主が介護保険料を年金から特別徴収されていること 

（５）  介護保険料と国民健康保険料を合算した金額が、年金額の２分の１を超えない

こと 

（６）  平成２０年１月１６日までに口座振替手続きをしていないこと 

（７）  世帯主が平成２０年度中に７５歳にならないこと 

 

５．特別徴収額 

  特別徴収する額は、平成２０年度４、６、８月の年金からは、平成１９年度国民健康

保険料総額の６分の１の額を仮徴収し、平成２０年度１０、１２、２月の年金からの天

引き額で平成２０年度国民健康保険料総額となるように調整をする。 


